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横浜市からのお知らせ 

 軽 JNKSの対象は、車検の手続き先が軽自動車検査協会となる軽三輪自動車及び軽四輪自動車
です。 

 軽自動車税（種別割）の納付方法によっては、納付情報が軽 JNKSに登録されるまで相応の日
数を要する場合があります。車検をお急ぎの場合は、金融機関又はコンビニエンス・ストアの
窓口でお支払いただき、納税証明書を取得してください。 

 納税証明に関するご質問は、区役所税務課収納担当にお問い合わせください。 
 

ご注意ください 

【記事作成課】横浜市財政局徴収対策課 電話：045-671-2255 FAX：045-641-2775 
 

市税の納税証明について、詳細は横浜市のウェブサイトをご覧ください。 横浜市 納税証明  検索   

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、パソコンやスマートフォンによる電子納税をご活用ください！ 

・スマホ決済  ・クレジット納付  ・ペイジー納付 

横浜市税 納付方法 検 索 


